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◆『熊本県渋滞対策パートナー登録制度』の創設
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（１）趣旨・目的
●交通渋滞の解消に向けては、ハード対策に加え、時差出勤による交通量の分散や、
テレワーク、公共交通の利用促進による交通量の抑制等のソフト対策を推進。

●昨年９月、県・熊本市で連携し、職員の時差出勤等の通勤行動変容の実証を実施。

●効果検証の結果、交通渋滞の緩和に一定の効果があることが確認できた。

<県庁付近交差点の車両通過台数の変化> <2km以上の渋滞発生回数の比較> <県庁付近交差点（県庁に向かう２車線）の車両通過台数の変化>

取組みの効果等

朝ピーク時間帯
（7:30～8:30）の交通量

約10％減

朝ピーク時間帯の
交通量が分散し

“平準化”

２km以上の
渋滞発生回数

約40～50％減
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◆『熊本県渋滞対策パートナー登録制度』の創設

（１）趣旨・目的

●民間企業等を含め広く「県民運動」として交通渋滞の解消に向けた取組みを進めるため、
『熊本県渋滞対策パートナー登録制度』を創設。

●通勤行動の変容や公共交通機関の利用促進など、交通渋滞の解消を目的とした
取組みを行う民間企業等に「渋滞対策パートナー」として登録いただくことで、取組みの
拡大を図り、交通渋滞の解消を目指すもの。

交通渋滞の
解消へ

民間企業等

時差出勤の
推進

テレワークの
推進 公共交通での

通勤の促進

取組みの拡大
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➢ 時差出勤 等 ※交通量の分散は主に朝ピーク時間帯（７：３０～８：３０）を想定

①交通量の分散に向けた取組み

◆『熊本県渋滞対策パートナー登録制度』の創設

（２）制度概要
●交通渋滞の解消を目的とした主に以下の取組みを実施する民間企業等を、
県において「渋滞対策パートナー」として登録し、県のホームページ等において公表。

➢ テレワークの推進、公共交通機関の利用促進、独自の通勤バス運行 等

②交通量の抑制に向けた取組み

➢ 鉄道、バス、シェアサイクルなどの公共交通サービス提供 等

③公共交通サービスの提供の取組み
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◆『熊本県渋滞対策パートナー登録制度』の創設

（３）登録パートナーのメリット
●熊本県渋滞対策パートナー登録制度への登録のメリットとしては以下を想定。

（例）県SDGｓ登録制度

パートナー登録制度の
名称・シンボルマークの

利用

県による
登録パートナーの

周知・広報

１ ２ ３
地域課題の
解決に向けた
社会貢献

県HPにて事業者等の
取組みを周知 等

SDGsの趣旨に沿った取組み※

企業等のイメージの向上に寄与

※SDGｓに掲げられている目標のうち「3すべての人に健康と福祉を」「11 住み続けられるまちづくりを」、「13 気候変動に具体的な対策を」に合致するものと想定。

HP周知のイメージ



②『熊本県渋滞対策パートナー登録事業者』の募集

「熊本県渋滞対策パートナー登録制度」
創設について
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※制度運用期間は、交通渋滞の解消に向けて短期集中的に取り組む観点から、令和７年度から令和９年度の３年間を想定。
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◆『熊本県渋滞対策パートナー登録事業者』の募集

●本日から登録事業者の令和７年度の受付を開始。

令和７年度中に、２００事業者の登録を目指します

募集期間

令和７年（2025年）５月８日（木）～ 令和７年（2025年）８月２９日（金）

登録方法

県のホームページの専用フォーム（Logoフォーム）において、
①必要事項を記載いただくとともに、②申請書類等をご提出ください。

※事務局にて審査後、登録証を交付いたします。

※登録事業者については、県のホームページにて公表・周知いたします。
   （公表する事項としては、団体名・所在地・従業員数・業種・パートナー宣言・取組内容を想定しております。）

目標



10

◆『熊本県渋滞対策パートナー登録事業者』の募集

多くの企業、団体等の皆様の積極的なご登録をお待ちしております！

●令和７年度は、経済界と連携し、１万人規模でのオフピーク通勤を実現する想定。

※1月5日
商工会議所・経済同友会
新年祝賀会資料
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